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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　告　示� 所管課（室）名　

・�長崎県地域振興部関係補助金等交付要綱の一部改正� 地域づくり推進課

長崎県告示第299号の５

　長崎県地域振興部関係補助金等交付要綱（平成23年長崎県告示第456号）の一部を次のように改正し、令和５

年度の予算に係る補助金等から適用する。

　　令和５年４月３日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表（第２条関係）
地域づくり推進課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補助対
象　者

１～３　略

４ 長崎県
国境離
島地域
雇用機
会拡充
事業等
交付金

特定有人
国境離島
地域（有
人国境離
島地域の
保全及び
特定有人
国境離島
地域に係
る地域社
会の維持
に関する
特別措置
法（平成
28年法律
第33号）
第２条第
２項に規
定する特
定有人国
境離島地
域をいう
。以下同
じ 。） の
地域社会
の維持を
図る。

特定有人国境離
島地域社会維持
推進交付金交付
要綱（平成29年
４月３日府海事
第７号。以下「
交付要綱」とい
う。） 第 ２ 章 第
４節に基づいて
行う事業に要す
る次に掲げる経
費
～　略
�　分散型ホテ

ル支援事業
　ア　事業費
　　�　事業実施

者が雇用機
会拡充事業
の実施に要
する経費

　イ�　附帯事務
費

　　�　アの経費
に係る事業
の実施に関
する計画の
審査・選定

～　略


　ア�　 1 0 0
分 の
62.5以
内

　イ�　 1 0 0
分 の
62.5以
内

～　略


　ア�　特定
有人国
境離島
地域を
有する
市町

　イ�　特定
有人国
境離島
地域を
有する
市町

別表（第２条関係）
地域づくり推進課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補助対
象　者

１～３　略

４ 長崎県
国境離
島地域
雇用機
会拡充
事業等
交付金

特定有人
国境離島
地域（有
人国境離
島地域の
保全及び
特定有人
国境離島
地域に係
る地域社
会の維持
に関する
特別措置
法（平成
28年法律
第33号）
第２条第
２項に規
定する特
定有人国
境離島地
域をいう
。以下同
じ。） の
地域社会
の維持を
図る。

特定有人国境離
島地域社会維持
推進交付金交付
要綱（平成29年
４月３日府海事
第７号。以下「
交付要綱」とい
う。） 第 ２ 章 第
４節に基づいて
行う事業に要す
る次に掲げる経
費
～　略 ～　略 ～　略

　　　　目　　　　　次

　　　　告　　　　　示
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　　�及び事業の
推進に必要
な事務に要
する経費

　ウ　調査費
　　�　アの経費

に係る事業
の実施に関
し、必要な
調査検討に
要する経費

　ウ�　①対
象経費
のうち
5 0 0 万
円を超
えない
範囲に
ついて
1 0 0 分
の75以
内、500
万円を
超える
範囲に
ついて
1 0 0 分
の50以
内。

　　�　②対
象経費
のうち
1 0 0 万
円を超
えない
範囲に
ついて
1 0 0 分
の75以
内、100
万円を
超える
範囲に
ついて
1 0 0 分
の50以
内。別
に定め
る算定
表で算
出した
額以内
。

　ウ�　①対
馬市、
壱岐市
、五島
市、新
上五島
町

　　�　②佐
世保市
、西海
市、小
値賀町

５　略 ５　略

６ 長崎県
集落維
持対策
推進事
業補助
金

地域住民
主体の集
落維持に
向けた機
運醸成を
図るとと
もに、地
域運営組
織の立ち
上げや小
さな拠点
づくりを
進める市
町の取組
を支援す
ることに
より、集
落維持・
活性化対
策の強化

地域住民主体に
よる地域運営組
織の形成や小さ
な拠点づくりに
向けて、市町が
地域（集落）と
協働して行う集
落維持・活性化
の取組や仕組み
づくりに要する
経費

２分の１以
内

市町
※詳細は別
に定めるも
のとする。
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６ 地域産
業雇用
創出チ
ャレン
ジ支援
事業補
助金

人口減少
対策をは
じめ地域
課題の解
決に資す
る雇用拡
大や、UI
ターン者
などによ
る創業、
就業又は
事業拡充
を支援す
ることに
より、そ
れらの人
財の活動
を通じ、
地域振興
を図ると
ともに、
本県への
移住・定
住を促進
すること
を目的と
する。

次に掲げる事業
に要する経費
及び　略
�　事業拡充支

援事業
　�　新たに雇用

を創出する次
の事業を実施
する者に対し
て、市町が実
施する事業拡
充支援事業に
要する経費

　�　補助対象者
が実施する事
業拡充事業支
給対象者の公
募、審査、決
定、検査等に
要する附帯事
務費

　ア�　地域課題
の解決に資
する事業

　イ�　地域貢献
に資する事
業

略 略

７ 長崎県
地域お
こし協
力隊起
業支援
補助金

長崎県地
域おこし
協力隊設
置要綱の
規定によ
り任用さ
れた隊員
の県内で
の起業又
は事業承
継を促進
し、隊員
の定住・
定着を図
るととも
に地域力
の維持・
強化を図
る。

起業又は事業承
継に要する経費
�　設備費、備

品費、土地・
建物賃借費

�　法人登記に
要する経費

�　知的財産登
録に要する経
費

�　マーケティ
ングに要する
経費

�　技術指導受
入れに要する
経費

�　その他知事
が特に必要と
認める経費

10分の10以
内。ただし
、100万円を
上限とする
。

地域おこし
協力隊員の
任期２年目
から任期終
了後１年以
内に県内で
起業又は事
業承継する
者

交通政策課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補助対
象　者

１～18　略

を図る。

７ 地域産
業雇用
創出チ
ャレン
ジ支援
事業補
助金

人口減少
対策をは
じめ地域
課題の解
決に向け
、地場産
業の振興
に資する
雇用拡大
や、UIタ
ーン者な
どによる
創業、就
業又は事
業拡充を
支援する
ことによ
り、それ
らの人財
の活動を
通じ、地
域振興を
図るとと
もに、本
県への移
住・定住
を促進す
ることを
目的とす
る。

次に掲げる事業
に要する経費
及び　略
�　事業拡充支

援事業
　�　新たに雇用

を創出する次
の事業を実施
する者に対し
て、市町が実
施する事業拡
充支援事業に
要する経費

　�　補助対象者
が実施する事
業拡充事業支
給対象者の公
募、審査、決
定、検査等に
要する附帯事
務費

　ア�　地域産業
の振興に資
する事業、
地域課題の
解決に資す
る事業又は
地域貢献に
資する事業

　イ�　特に知事
が認める事
業

略 略

交通政策課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補助対
象　者

１～18　略

19 長崎県
公共交
通機関
環境整
備等支
援事業
補助金

公共交通
機関が社
会経済活
動に必要
不可欠で
あること
から、ポ
スト・コ
ロナ時代

�　国が定める
地域公共交通
確保維持改善
事業費補助金
交付要綱附則
（令和４年２
月18日国総地
第63号、国鉄
事 第632号、

�　感染症
拡大防止
対策設備
の導入等
について
は、補助
対象経費
の５分の
３以内の

一般乗合旅
客自動車運
送事業を営
む者のうち
、路線定期
運行事業者
一般貸切旅
客自動車運
送事業を営



令和５年４月３日　月曜日� 号　外長 崎 県 公 報

─ 4 ─

を見据え
た地域公
共交通の
活性化及
び継続を
図る事業
に対する
支援を実
施する。

　�国 自 旅 第468
号、国海内第
275号、 国 空
事第1317号）
第８条及び訪
日外国人旅行
者受入環境整
備 緊 急 対 策
事業費補助金
交付要綱附則
（令和４年２
月８日国総地
第58号、国総
モ第76号、国
総物第82号、
国 鉄 総 第358
号、国鉄都第
141号、 国 鉄
事 第612号、
国 鉄 施 第316
号、国自旅第
448号、 国 海
内 第253号、
国 海 外 第367
号、国港総第
587号、 国 空
総第1064号、
観 観 産 第319
号、 観 参 第
623号 ） 第 ７
条において準
用する第31条
による補助金
の交付決定（
以下「国庫補
助金の交付決
定」という。
）を受けてい
る場合、公共
交通事業者に
おける感染症
拡大防止対策
のための設備
等（以下「感
染症拡大防止
対策設備」と
い う。） の 導
入等及び地域
公共交通のデ
ジタル化・シ
ステム化（以
下「デジタル
化等」という
。） に 要 す る
経費

�　国庫補助金
の交付決定を
受けていない
場合であって
も、感染症拡
大防止対策設
備としてその
有効性が認め
られる事業（
空気清浄機等
の第三者機関
による効果検
証・結果のあ

　�額から国
庫補助金
額を控除
した額

　�　デジタ
ル化等に
ついては
、補助対
象経費の
５分の４
以内の額
から国庫
補助金額
を控除し
た額

�　感染症
拡大防止
対策設備
としてそ
の有効性
が認めら
れる事業
について
は、２分
の１以内

　�　ポスト
・コロナ
時代を見

む者
一般乗用旅
客自動車運
送事業者（
福祉輸送事
業限定を除
く。）
第一種鉄道
事業者軌道
運輸事業者
一般旅客定
期航路事業
者
本邦航空運
送事業者（
特定本邦航
空運送事業
者を除き、
主に離島や
同一都道府
県内に係る
航空路線を
運航する航
空運送事業
者に限る。）
航空旅客タ
ーミナル施
設を管理す
る者
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　�るものに限る
。） 又 は ポ ス
ト・コロナ時
代を見据えた
デジタル化等
の利用促進策
等に要する経
費

　�据えたデ
ジタル化
等の利用
促進策等
について
は、10分
の７以内

20 長崎県
公共交
通事業
継続緊
急支援
事業支
援金

新型コロ
ナウイル
ス感染症
の影響に
よる運送
収入の減
少及び燃
料費高騰
の影響に
よる経費
の増加に
伴い、厳
しい経営
環境にあ
る公共交
通事業者
等に対し
て、事業
の継続に
繋げるた
めの支援
金を交付
する。

�　路線バス事
業者にあって
は、乗合バス
（11人乗り以
上 ）1台 あ た
り240千 円 と
し、主に長崎
県内の路線で
事業を実施す
るために運行
する台数を乗
じた額とする
。

�　貸切バス事
業者にあって
は、貸切バス
１ 台 あ た り
210千 円 と し
、長崎県内で
保有する台数
を乗じた額と
する。

�　鉄道事業者
にあっては、
車両１両あた
り950千 円 と
し、長崎県内
で事業を実施
するために運
行する車両数
を乗じた額と
する。

�　軌道事業者
にあっては、
車両１両あた
り100千 円 と
し、長崎県内
で事業を実施
するために運
行する車両数
を乗じた額と
する。

�　航路事業者
にあっては、
カ ー フ ェ リ
ー １ 隻 あ た
り23,000千円
、20トン以上
の旅客船１隻
あたり11,200
千円、20トン
未満の旅客船
１ 隻 あ た り
1,450千 円 と
し、主に長崎
県内の航路で
事業を実施す
るために運航
する隻数を乗

令和４年７
月１日時点
で事業に使
用する台数
、車両数、
隻数及び機
数を基準と
する10分の
10以内の額
。ただし、
予算の範囲
内において
定める額を
限度額とす
る。

�　一般乗
合旅客自
動車運送
事業を営
む者のう
ち、路線
定期運行
事業者

�　一般貸
切旅客自
動車運送
事業者

�　第一種
鉄道事業
者

�　軌道運
輸事業者

�　一般旅
客定期航
路事業者
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　�じた額とする
。また、航路
事業者のうち
一部事務組合
については、
算出した額に
２分の１を乗
じた額とする
。ただし、隻
数については
、ドック時の
代船を除き、
また、長崎県
から航路の一
部又は全部に
関わらず航路
運営費等補助
を受けている
航路に使用す
る船舶を除く
こととする。

�　航空路事業
者にあっては
、航空機１機
あたり89,300
千円とし、長
崎県内で保有
する機体数を
乗じた額とす
る。

�　タクシー事
業者にあって
は、タクシー
１台あたり50
千円とし、長
崎県内で保有
する台数（新
型コロナウイ
ルスによる急
激な需要低下
に伴う休車の
特例措置を受
けた車両を含
む。） を 乗 じ
た額とする。
ただし、次に
示す車両は除
く。

　ア�　福祉対象
車両

　イ�　特定地域
及び準特定
地域におけ
る一般乗用
旅客自動車
運送事業の
適正化及び
活性化に関
する特別措
置法（平成
21年法律第

�　本邦航
空運送事
業者（特
定本邦航
空運送事
業者を除
き、主に
離島や同
一都道府
県内に係
る航空路
線を運航
する航空
運送事業
者に限る
。）

�　一般乗
用旅客自
動車運送
事業者（
福祉輸送
事業限定
を除く。）
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　　�64号）に基
づく営業方
法の制限を
行っていた
車両で、新
型コロナウ
イルスによ
る急激な需
要の低下に
伴う休車の
特例措置に
よる臨時休
車に移行さ
せた車両

�　自動車運転
代行事業者に
あっては、随
伴用自動車１
台あたり40千
円とし、長崎
県内で保有す
る台数を乗じ
た額とする。

�　自動車
運転代行
事業者

21 長崎県
公共交
通事業
燃料等
高騰対
策支援
事業支
援金

燃料等高
騰の影響
による経
費の増加
に伴い、
厳しい経
営環境に
ある公共
交通事業
者等に対
して、事
業の継続
に繋げる
ための支
援金を交
付する。

�　路線バス事
業者にあって
は、乗合バス
（11人乗り以
上）１台あた
り140千 円 と
し、主に長崎
県内の路線で
事業を実施す
るために保有
し、かつ使用
する台数を乗
じた額とする
。

�　貸切バス事
業者にあって
は、貸切バス
１ 台 あ た り
110千 円 と し
、長崎県内で
保有し、かつ
使用する台数
を乗じた額と
する。

�　鉄道事業者
にあっては、
車両１両あた
り450千 円 と
し、長崎県内
で事業を実施
するために保
有し、かつ使
用する車両数
を乗じた額と
する。

�　軌道事業者
にあっては、
車両１両あた
り170千 円 と
し、長崎県内
で事業を実施
するために保
有し、かつ使
用する車両数

令和４年11
月１日時点
で事業に使
用する台数
、車両数、
隻数及び機
数を基準と
する10分の
10以内の額
。ただし、
予算の範囲
内において
定める額を
限度額とす
る。

�　一般乗
合旅客自
動車運送
事業を営
む者のう
ち、路線
定期運行
事業者

�　一般貸
切旅客自
動車運送
事業者

�　第一種
鉄道事業
者

�　軌道運
輸事業者
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　�を乗じた額と
する。

�　航路事業者
にあっては、
カ ー フ ェ リ
ー １ 隻 あ た
り18,000千円
、20トン以上
の旅客船１隻
あ た り8,700
千円、20トン
未満の旅客船
１ 隻 あ た り
1,200千 円 と
し、主に長崎
県内の航路で
事業を実施す
るために保有
し、かつ使用
する隻数を乗
じた額とする
。また、航路
事業者のうち
一部事務組合
については、
算出した額に
２分の１を乗
じた額とする
。ただし、隻
数については
、ドック時の
代船を除き、
また、長崎県
から航路の一
部又は全部に
関わらず航路
運営費等補助
を受けている
航路に使用す
る船舶を除く
こととする。

�　航空路事業
者にあっては
、航空機１機
あたり29,300
千円とし、長
崎県内で保有
し、かつ使用
する機体数を
乗じた額とす
る。

�　タクシー事
業者にあって
は、タクシー
１台あたり20
千円とし、長
崎県内で保有
し、かつ使用
する台数（新
型コロナウイ
ルスによる急
激な需要低下

�　一般旅
客定期航
路事業者

�　本邦航
空運送事
業者（特
定本邦航
空運送事
業者を除
き、主に
離島や同
一都道府
県内に係
る航空路
線を運航
する航空
運送事業
者に限る
。）

�　一般乗
用旅客自
動車運送
事業者（
福祉輸送
事業限定
を除く。）
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　�に伴う休車の
特例措置を受
けた車両を含
む）を乗じた
額とする。た
だし、次に示
す車両は除く

　ア�　福祉対象
車両

　イ�　特定地域
及び準特定
地域におけ
る一般乗用
旅客自動車
運送事業の
適正化及び
活性化に関
する特別措
置法（平成
21年法律第
64号）に基
づく営業方
法の制限を
行っていた
車両で、新
型コロナウ
イルスによ
る急激な需
要の低下に
伴う休車の
特例措置に
よる臨時休
車に移行さ
せた車両

�　自動車運転
代行事業者に
あっては、随
伴用自動車１
台あたり10千
円とし、長崎
県内で保有し
、かつ使用す
る台数を乗じ
た額とする。

�　自動車
運転代行
事業者

22 長崎県
貨物自
動車運
送事業
継続緊
急支援
補助金

燃料費高
騰の影響
による経
費の増加
に伴い、
厳しい経
営環境に
ある貨物
自動車運
送事業者
の事業継
続を支援
するため
、公益社
団法人長
崎県トラ
ック協会
に対し補
助金を交
付する。

次に掲げる事業
に要する経費
�　燃料高騰支

援公益社団法
人長崎県トラ
ック協会が貨
物運送事業者
（協会非加盟
事業者も含む
）に対し、以
下ア及びイの
単価により実
施する燃料高
騰支援に要す
る経費

　ア�　「対象車
両」に該当
する車両の
うち、長崎
運輸支局に
普通自動車
、けん引自
動車として

�　10分の
10以内の
額。ただ
し、予算
の範囲内
において
定める額
を限度額
とする。

公益社団法
人長崎県ト
ラック協会
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　　�届け出た車
両１台あた
り80千円

　イ�　「対象車
両」に該当
する車両の
うち、長崎
運輸支局に
小型自動車
として届け
出た車両１
台あたり40
千円

　　�　ただし、
１ 事 業 者
あ た り、
10,000千円
を上限とす
る。

　「対象車両」
　　①�　申請時

点におい
て自動車
検査証の
有効期間
内である
事業用車
両

　　②�　令和４
年７月31
日時点で
県内営業
所に配置
されてお
り、申請
時点で引
き続き長
崎県内に
おいて事
業を行う
車両。た
だし、長
崎又は佐
世保の緑
ナンバー
に限る。

　　③�　自動車
登録規則
別表第２
の自動車
の範囲欄
の１、４
又は６に
掲げる車
両。ただ
し、長崎
運輸支局
に霊きゅ
う自動車
として届
け出たも
のを除く
。

　支援事務費
　ア�　燃料高騰

支援に係る
事務のため
に雇用した

　�　10分
の10以
内の額
。ただ�
し 、
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19　略

　　�者に要する
経費のうち
報酬、給料
、共済費及
び旅費

　イ�　燃料高騰
支援の事務
に要する経
費のうち需
用費、役務
費、使用料
及び賃借料

　　�1,000
千円を
上限と
する。

23 長崎県
離島貨
物航路
事業継
続緊急
支援事
業支援
金

燃料費高
騰の影響
による経
費の増加
に伴い、
厳しい経
営環境に
ある離島
貨物航路
事業者に
対して、
事業の継
続に繋げ
るための
支援金を
交付する
。

支援対象は、県
内の離島と本土
を 結 ぶ 貨 物 航
路 に お い て、
内航海運業法第
３条第１項の登
録を受けている
ロールオン・ロ
ールオフ船とし
、同一の航路で
事業実施のため
に内航海運業法
第３条第１項の
登録を受けてい
る貨物船を含む
ものとする。支
援金の額は、ロ
ールオン・ロー
ルオフ船１隻あ
たり19,000千円
、貨物船１隻あ
た り5,800千 円
とする。ただし
、交付申請時点
で事業実施のた
めに使用してい
る船舶に限る。
なお、ドック時
の代船は除く。

10分の10以
内の額。た
だし、予算
の範囲内に
おいて定め
る額を限度
額とする。

離島貨物航
路事業者

24　略

25 長崎県
路線バ
ス運行
対策追
加支援
金

地域住民
の生活に
必要な生
活バス路
線の運行
を確保す
るため、
乗合バス
事業者に
対して、
支援する
。

補助対象経常費
用の見込額と経
常収益の見込額
との差額又は補
助対象経常費用
の見込額の20分
の９に相当する
額のいずれか低
い方の金額に運
行回数に応じた
割合及び他路線
との競合率を乗
じ、その金額か
ら令和４年度の
地域間幹線系統
確保維持費補助
費国庫補助金及
び長崎県バス運
行対策費補助金
を差し引いた額
とする。

支援対象経
費の額の２
分の１以内
とし、10万
円未満を切
り捨てる。

乗合バス事
業者

26 長崎県
生活バ
ス路線

地域住民
の生活に
必要な生

令和４年度の長
崎県バス対策協
議会において、

対象経費の
２分の１以
内とし、10

生活バス路
線を運行す
る乗合バス
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20　略

21 長崎県
航空路
線臨時
便運航
対策事
業費補
助金

長崎県内
における
臨時便運
航の誘致
に向けた
取組を図
る。

国内航空路線に
おける臨時便運
航対策に要する
経費

10分の10以
内

長崎県空港
活性化推進
協議会

22 長崎県
航空路
線誘致
対策事
業費補
助金

長崎県内
における
国内チャ
ーター便
誘致等に
向けた取
組を図る
。

�　国内航空路
線におけるチ
ャーター便運
航対策等に要
する経費

�　航空ネット
ワークを活用
した県産品販
路拡大の取組
等に要する経
費

�　関係人口拡
大に繋がる商
品造成等に要
する経費

10分の10以
内

長崎県空港
活性化推進
協議会

新幹線対策課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補助対
象　者

１　略

２ 長崎県
西九州
新幹線
活用教
育旅行
等補助
金

新幹線を
今後最も
活用する
世代であ
る小中学
生に対し
て、西九
州新幹線
を利用す
る機会を
増やし、
駅周辺の
まちの変
化や地域
の時事問

西九州新幹線（
長崎～武雄温泉
）を利用する県
内小中学校の修
学旅行や研修旅
行等の教育旅行
に要する経費

予算の範囲
内で知事が
定める額

教育旅行等
の受託旅行
会社等

運行対
策緊急
支援金

活バス路
線の運行
を確保す
るため、
乗合バス
事業者に
対して、
支援する
。

地域住民の生活
に必要な生活交
通の確保のため
に維持・確保が
必要と認められ
たバス路線のう
ち、補助要件に
該当しない路線
における経常費
用の45％。

万円未満を
切り捨てる
。

事業者

27　略

新幹線対策課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等　　

補助率
又は額

補助対
象　者

１ 長崎県
新幹線
開業対
策事業
費補助
金

新幹線開
業効果の
県内各地
への波及
・拡大を
図る。

令和４年度の新
幹線開業に向け
て市町が策定し
た行動計画等に
基づいて実施さ
れる、開業効果
の波及・拡大を
図るための受入
体制の構築等に
係る事業に対し
て市町が補助す
る事業に要する
経費

３分の１（
長崎市、諫
早市又は大
村市による
事業は４分
の１）以内
。ただし、
予算の範囲
内で知事が
定める額を
限度とする
。

市町

２　略
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題等に関
心を高め
てもらう
ため、西
九州新幹
線を利用
する県内
小中学校
の教育旅
行等の受
託旅行会
社等に対
し支援を
行う。
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